
有料老人ホームの運営について
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有料老人ホームの類型
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有料老人ホームの制度の変遷
1963(S38) 老人福祉法制定
・「有料老人ホーム」の創設
（定員︓常時10人以上。給食その他日常生活上必要な便宜）
・都道府県知事への届出義務（事業開始から1か月以内）
・都道府県知事による調査権限、改善勧告権限

2017(H29)老人福祉法改正（介護保険法等一部改正法）H30.4施行
・都道府県知事によるホーム情報の公表義務
・都道府県による事業制限・停止命令権限
・ホームの改善命令・事業停止命令等の違反時の罰則
・都道府県知事による事業停止命令・倒産時等の入居者への必要な援助
義務

2019(R1) 老人福祉法改正（社会福祉等一部改正法）R3.4施行
・都道府県知事のホーム届出情報の市町村への通知義務
・市町村長が未届疑いホームを発見した場合の都道府県への通知の努力義
務

1991(H2) 老人福祉法改正
・厚生大臣又は都道府県知事への届出を事後から事前へ改正
・「給食」を「食事の提供」へ改正
・都道府県知事及び厚生大臣による改善命令（※1999（平成
11）年 地方分権整備法により厚生大臣について削除）

2005(H17) 老人福祉法改正（介護保険法等一部改正法）H18.4施行
・定員要件の廃止、便宜内容の見直し（①介護、②食事の提供、
③家事又は④健康管理）
・都道府県知事による、受託者を含めた立入検査権限
・都道府県知事が改善命令をしたときの公示
・ホームの帳簿の作成保存義務、情報開示義務
・ホームが前払金を受領する場合の倒産等に備えた一時金保全措置義務

2011(H23)老人福祉法改正（介護保険法等一部改正法）H24.4施行
・ホームによる権利金等金品の受領禁止
・ホームが前払金を受領する場合の返還契約の締結義務

1974(S49)〜 指導指針
（局長通知）
・指針は有料老人ホームとして最低限満たす
ことが求められる要件を示すもの。社会福祉
審議会「有料老人ホームのあり方に関する意
見」に基づき策定(S49)

・経営状況に関する報告徴収
(H3)

・有料老人ホームの類型を現在の３類型に
見直し(H14)

・一時金に関する規定（算定方法等）の追
加(H24)
・事故発生の防止・発生時の対応に係る規
定の創設 (H24)
・指針不適合事項を重説に
記載することを規定(H24)

・医療機関に入居者を紹介する対価として金
品を受領し、当該医療機関で診療を受ける
よう誘因することや特定の介護事業所を利用
することの限定・誘導の禁止規定を追加
(H27)

・集団指導等の実施に関する留意事項を追
加(H30)

2000(H12) 介護保険法改正

・居宅介護サービスである「特定施設入居者生活
介護」の規定創設
※「特定施設入居者生活介護」に指定された場合、有料老人ホーム
での居宅サービスについては、要介護度別に定額の人頭払い給付

※赤字は指導権限の強化に関する事項

2004(H16)公正取引委員会 不当表示の運
用基準の策定

2001(H13) 高齢者すまい法制定

・高齢者専用賃貸住宅等３住宅の創設
（※H23改正で廃止）

2006(H18) 基準省令改正
・「外部サービス利用型」特定施設入居者生活介
護の創設

2010(H22)消費者委員会建議

2011(H23)高齢者住まい法改正

・「サービス付き高齢者向け住宅」の創設
・都道府県等への登録制
・都道府県等による是正指示、登録の取消等
・有料老人ホームに該当する場合、老福
法の届出は不要（サ高住の登録のみ）
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有料老人ホームの施設数推移
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有料老人ホームの指導監督の流れ
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有料老人ホームに対する指導監督等に関する法律の比較
高齢者の居住の安定確保に関する法律（サ高住）老人福祉法（有料老人ホーム）介護保険法（介護施設・事業所）種類

・都道府県等への登録（法第５条）・都道府県等への事前届出義務（法第29条第１項ほか）都道府県又は市町村による指定（法第41条ほか）許認可

・構造・設備や床面積、サービス、契約等について規定（法第
7条、省令）

・人員・設備・運営基準等について指導指針で規定・人員・設備・運営基準等について基準省令で規定基準

○報告徴収、検査（法第24条）
・業務に関する報告
・事務所、若しくは登録住宅への立入、帳簿・書類その他の物件の検査、関
係者に質問

○報告徴収・検査（法第29条13項）
・運営状況に関する事項等の報告、質問
・有料老人ホーム等への立入、設備・帳簿書類等の検査

○報告徴収・検査等（法第76条ほか）
・報告、帳簿書類の提出・提示
・事業者・従業者であった者に対する出頭の求め
・質問 ・事業所等への立入検査

報告
徴収等

（規定なし）（規定なし）○勧告（法第76条の２第１項ほか）
以下に該当する場合、期限を定めて勧告することが可能
・従業者の知識・技能又は人員について、都道府県の条例で定める基準・定
員数を満たしていない場合

・設備・運営基準に従って適正な事業の運営をしていない場合等
○公表（法第76条の２第２項ほか）
・事業者が期限内に勧告に従わなかった時その旨公表が可能

勧告等

○指示（法第25条）
・登録事項が事実と異なる場合の訂正指示
・登録基準に適合しない場合、適合させるために必要な措置をとることを
指示

・次の義務違反に対する是正指示︓誇大広告の禁止、登録事項
の公示、登録事項等を記載した書面交付及び事前説明、高齢者生活支援
サービスの提供に係る契約の遵守、帳簿の作成、
及び保存、その他遵守事項

○改善命令（法第29条15項）
以下に該当する場合、命令が可能（公示必要）

・第六項から第十一項までの規定に違反したと認めるとき
・入居者の処遇に関し不当な行為又はその運営に関し入居者の利益を害
する行為をしたと認めるとき

・その他入居者の保護のため必要があると認めるとき

○命令（法第76条の２第３項ほか）
・正当な理由がなく、勧告に係る措置をとらなかったときは期限を定めて
その措置をとるよう命令が可能（公示必要）

行政処
分

○指定の取消、期間を定めた指定の全部効力停止・一部効力停止（法第77
条ほか）
以下に該当する場合、指定取消等が可能（公示必要）
・人員・設備運営基準違反 ・不正な手段による指定
・人格尊重義務違反 ・老人の福祉に関する法律に違反
・不正請求 ・不正又は不当行為 等 ○登録の取消（法第26条）

・登録拒否要件に該当するに至った場合
・登録事項の変更や地位を承継したにも関わらず、届け出なかった場合
・指示に従わなかった場合
・事業所の所在地等を確知できず、その旨を公示して30日間申し出がなか
った場合

○事業の制限命令・停止命令（法第29条16項）
以下に該当する場合、制限命令又は停止命令が可能（公示必要）
❶老福法・その他老人の福祉に関する法律等又はこれらに
基づく命令・処分に違反した場合 かつ
❷入居者の保護のため特に必要があると認めるとき

○連座制 ※介護保険法のみ
・指定取消に加え、役員等の組織的な関与が認められた場合、当該事業者
が経営する同一サービス類型の事業所において、
指定取消日から5年間は、原則的に新規指定又は更新を認めない（法第
70条第２項第６号ほか）

（規定なし）（規定なし）・介護サービス事業者は、法第74条第６項等で規定する「要介護者等の人
格の尊重」「介護保険法又は介護保険法に基づく命令」「要介護者等の
ための忠実な職務遂行」の義務の履行が確保されるよう、省令で定める
基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない（法第115条の32
）

・整備すべき内容は事業者の規模（事業所数）によって定められ、事業展
開地域に応じた行政機関に届出が必要

業務管理
体制

・登録事項の変更・地位承継・廃業等の届出を怠った場合又は虚偽の届
出を行った場合／未登録でサ高住の名称を用いた場
合／報告・立入検査の忌避、虚偽の報告・答弁等︓30万円以下の罰金
等 55

・事業制限・停止命令違反 :１年以下の懲役又は100万円以下
の罰金

・改善命令違反 :６月以下の懲役又は50万円以下の罰金
・未届、虚偽報告等:30万円以下の罰金

・立入検査等を忌避した場合︓30万円以下の罰金 等罰則
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有料老人ホームの設置運営指導指針の位置付けについて
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有料老人ホームの設置運営標準指導指針についての概要
■有料老人ホーム設置運営標準指導指針の主な内容

・事業を確実に遂行できる経営基盤の整備、社会的信用の得られる経営主体。役員等には、有料老人ホーム運営の知識、経験を有する者等を
参画させることや介護サービスを提供する場合、介護サービスが適切に提供される運営体制の確保設置者

・借地による土地に設置する場合又は借家において事業を実施する場合の契約関係の要件立地条件

・建築基準法、消防法等に定める避難・消火・警報設備その他地震、火災、ガスもれ等の防止や事故等に対応するための設備設置
・居室や設備に関する基準（１人あたり１居室13㎡以上、界壁に区分された個室、提供するサービスに応じた設備の整備）規模及び構造設備

・「既存建築物を転用して開設するホーム」又は「定員９人以下のホーム」において、一部の建物構造に関する基準を満たすことが困難な
場合、一定の基準を満せば、建物構造に係る基準に適合することを要しない特例を規定

建物の規模及び構造
設備に関する例外

・入居者数及び提供するサービスに応じた職員の配置、研修の実施、職員の衛生管理等職員の配置、研修及び
衛生管理等

・管理規程の制定、名簿・帳簿の整備、運営懇談会の設置
・特定の事業者に限定・誘導しないこと、希望するサービスの利用を妨げないこと施設の管理・運営

・有料老人ホームが提供する適切なサービス内容、職員が介護事業所を兼務する場合の適切な勤務表の作成・管理サービス等

・資金収支計画及び損益計画の策定・留意事項、経理・会計の独立（ホームの経理・会計を区分、他の事業に流用しないこと）事業収支計画

・家賃・敷金・サービスの対価を受領する場合の取扱い、前払い方式の基準利用料等

・契約締結時の留意事項、入居契約に関する重要事項説明の基準、契約書に記載すべき事項、情報提供等事業者等と委託契約を締結する場
合の留意事項契約内容等

・運営情報(重説の内容、管理規程等)・経営状況の開示、有料老人ホーム類型の表示、介護職員の体制に関する情報情報開示

・ホーム運営に関する重要な事項（事業主体、建物概要、サービス内容、職員体制、利用料金、入居者の状況等）を説明することを目的に
作成した文書。設置者は届出時に都道府県等に提出するとともに、入居者等に書面により交付する必要

【別紙様式】
重要事項説明書

・有料老人ホームの類型（介護付、住宅型、健康型）を表示する際の定義
・居住の権利形態、利用料の支払い方式、入居時の要件、職員体制（介護付のみ）等を表示する際の定義

【別表】有料老人ホー
ムの類型、表示事項
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有料老人ホームにおけるいわゆる囲い込みについて
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有料老人ホームにおける高齢者虐待の状況
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有料老人ホームにおける高齢者虐待の防止について

【高齢者虐待防止法の趣旨】
目的：高齢者の尊厳の保持、権利利益の擁護に資すること

【高齢者虐待防止法による高齢者・養介護施設従事者等の定義】
○「高齢者」→65歳以上の者（64歳未満の養介護施設に入所している者も高齢者とみなす）
○「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に分けられている

養介護施設従事者等とは：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、老人短期入所施設、
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等の業務に従事する者

【養介護施設従業者等による高齢者虐待の類型】
定義類型

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること身体的虐待
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他高齢者を養護すべき
職務上の義務を著しく怠ること

介護・世話の
放棄・放任

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的
外傷を与える言動を行うこと心理的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること性的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得るこ
と経済的虐待
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有料老人ホームにおける高齢者虐待の防止について

【高齢者虐待防止のための措置】
１ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的（年1回以上）に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図
ること。

２ 虐待の防止のための指針を整備すること。
３ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的（年1回以上）に実施すること。
４ 前の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

【通報義務・通報による不利益取扱いの禁止】
養介護施設従事者等養介護施設従事者等による虐待を受けたと思われる高齢
者を発見した場合、速やかに、市町村に通報しなければならない通報義務

市町村に対する高齢者虐待の通報は、守秘義務違反にはならない。（虚偽又
は過失の場合を除く）。

守秘義務の
適用除外

高齢者虐待の通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱い
を受けない。不利益取扱いの禁止

高齢者虐待の通報を受けた市町村及び市町村から報告を受けた都道府県の職
員は、通報者を特定できる事項を漏らしてはならない。

通報者特定事項の
漏洩禁止
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有料老人ホームにおける身体的拘束等の廃止について
【身体拘束等とは】
本人の機能や行動を制限する目的で行われる各種行為

❶一人歩きしないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
❷転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
❸自分で降りられないように、ベッドを綱(サイドレール)で囲む。
❹点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
❺点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン
型の手装等をつける。

❻車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
❼立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
❽脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
❾他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
❿行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⓫自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

【身体拘束廃止・防止の対象となる具体的な行為】

【身体拘束がもたらす多くの弊害】

身体的弊害（身体機能の低下等） 精神的弊害（尊厳の侵害、精神的苦痛等） 社会的な弊害（施設への社会的不信等）
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有料老人ホームにおける身体的拘束等の廃止について

「緊急やむを得ない場合」とは、以下の３つの要件を全て満たしていること

●当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を
行ってはならない。

切迫性 ：利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
非代替性：身体的拘束等の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
一時性 ：身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること

【身体的拘束等の適正化のための措置】
１ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用し

て行うことができるものとする。）を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員
その他の従業者に周知徹底を図ること。

２ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
３ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

【緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合の手続き】
□組織的な判断 □丁寧な説明と記録 □必要性の再検討
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有料老人ホームにおける防犯に係る安全の確保について

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000080305.html川崎市ＨＰ：

https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000080305.html
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有料老人ホームに対する現在の動向


